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●建築物の建築又は工作物の建設

●建築物等の用途の変更
＿事前組談力‘5 工事讐手ま-Z:l7J蒲れ

●建築物等の形態又は意匠の変更
事前相談® 相談。

組：：.：；所届街門こ

口 しゐ せ
電話：5432-2870~72（直通）一1 不燃化特区の助成制度

助
成
制
度
の
ご
案
内

区では、当地区におい て、延焼による焼失のない街を実現する
ため、東京都木密地域不燃化10年プロジェクトに基づく不燃化特
区制度を導入し、以下の支援策によ り建物の不燃化を促進してい
ます。（不燃化特区（不燃化推進特定整備地区）／平成32年度
まで）

①老朽建築物の解体除却費用を助成します。
②建替え、除却等に関するご相談が無料でできます。
③固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。

2 その他の制度や助成

・街づくり専門家派遣、狭あい道路拡幅整備、生垣助成、屋上緑
化などの助成制度があります。

・広域避難場所外周120mの区域での耐火・準耐火建築物への
建替えに助成をします。（都市防災不燃化促進事業）

※詳しくは上記相談窓口までお問合せください。

区—役屑周辺一謹 区—謹 区—Iiヨ<-l:I-it 置I 偉立怜？
区役所 周 辺 地区 地区街 づ く り計画

若林一丁目、若林二丁目、若林三丁目、若林四丁
目、若林五丁目、世田谷一丁目、世田谷三丁目、世
田谷四丁目、上馬五丁目、�軒茶屋二丁目、梅丘
二丁目梅丘三丁目及び豪徳寺二丁目各地内

約1 23.8ha 

頼 「逃げないですむ防災街 づくり」

1＿広域避難場所周辺の市街地の不燃化を進め、十分
な安全性を備えた広域避難場所と災害に強い市街
地を形成していく。

2．多様な世代の人々が暮らしやすく、文教の地にふさわ
しい生涯学習を享受し、四季が感じられる緑農かで調
和のとれた街づくりを進める。

3，日常の利便性が確保され、安心して往来ができる街を
目指す。

4，日頃から協力しあい、非常時に互いに助け合えるよう
に、ふだんからマナーを守り、コミュニケーションを高め、
街づくりを進める。

5，地域コミュニティの核である商店街のユニバーサルデ
ザインに配慮した環境を整備し、誰もが安心して歩き、
利用できる商店街づくりを進める。
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街づくり 11.災害時の周辺火災による広域避難場所への輻射熱を
（土地利用） 低減させ、かつ災害に強い市街地形成と良好な住宅地

の保全、及び地区内避難路を確保します。

2，幹線道路沿道の商業・業務機能と内部住宅地との調和
を図ります。

建物の不燃化の推進、及び延焼を抑制するため建て詰ま
りを防ぎ、災害に強い市街地形成に寄与していきます。

また、良好な住宅地を保全するため、建物の高さ及び建物
利用を誘導します。

地域に残る樹木の保全、及び家の新築、増改築、道路の
整備等にあわせて緑化を進めていきます。

災害時には避難路や延焼を防ぐ道路として、日常では安心
して往来できる道路として、適切な幅員の道路を確保します。

商店街は、快適で楽しく安全な買い物環境を維持し地域
住民に提供していきます。

また、建物や色彩に配慮し、地域の歴史的景観と一休とな
った魅力ある商店街の美観形成を進めます。

戸 災害時に避難上有効な空地を確保し、建物利用において
場所 は火災による熱の影響を抑えることのできる構造及び配置

で、周辺市街地の住環境と調和したものとします。その際、
避難の妨げとならないように、塀などを設けず開放性のある
外構とし、スムーズに移動ができるよう建物を配置し、広域
避難場所としての機能を維持します。

若林三 • 四丁目地区

防災街区整備地区計画
平成12年6月26日都市計画決定・告示 世円谷区告示第306号

平成16年1月30日都市計画変更·告示 世田谷区告示第58号
平成20年2月20日都市計画変更・告示 世田谷区告示第128号

名 称 若林-=-•四丁目地区防災街区整備地区計画

位 置 世田谷区若林三丁目及び若林四丁目各地内

面 積 約22.1ha

防災街区整偏 東京都の防災都市づくり推進計画＜某本計画＞で菫点整備地域とされた本地区におい
地区計画の目標 て、良好な住宅市街地と健全な商業市街地招碓持・形成し、これらの調和を図るとともに、道

路及び沿道の建築物、避難場所周辺の建築物により災害時の避難や消防活動に資する
防災性能を確保するため、土地利用の方針に基づき順次、公共施設の整備を図りつつ有
効利用を誘溢する。

区

；

！ 上l"に 1 商業凡地区’ 沿道サービス、業務機能を誘導し、避難路沿道としての不燃空間を形
関する 成しつつ騒音·振動等の防止を図る。
墓本方針 2 商業B地区． 店鋪•車務所等の立地杞足進し、周辺住宅地との調和に配慮した市街

地の形成を図る。
また、幹線道路の沿道については、沿道サ―ビス・業務機能等を誘導し、
避難路沿道としての不燃空間を形成しつつ騒音・振動等の防止を図る。

3 住宅凡也区 ：住環境を改善しつつ細街路を整備し、周辺住宅地との言刷和した住宅
市街地の形成を固る。

4 住宅B地区 ：住環境を改善しつつ細街路を整備するとともに、後背の住宅市街地と
の緩衝帯として商業地区との調和を図る。

5 住宅C地区 ’低屠の住環境を維持しつつ細街路を整備し、周辺住宅地と調和した
住宅市街地の形成を図る。また、地区防災施設の沿道において、防災
機能の向上を図りつつ、土地の合理的かつ健全な利用を図る。

地区防災 広域避難場所である国士舘大学一帯（平成10年5月指定）への避難動線となる地区防
施設の 災施設を整備する。
整備の方針 また、都市計画道路及び主要生活道路が整備されてもなお残る消防活動因難区域を解

消するための地区防災施設を整備する。

建築物等の 防災性能の確保と良好な住環境の形成を図るため、地区防災施設の沿道の建築物に
整編の方針 ついて建築物の構造に関する防火上の制限を設定し、公共施設の整備状況に応じて、居

住水準を維持しながら沿道の不燃化を推進するものとする。
地区防災旅設の沿道以外の区域については士地利用の方針に基づき、建替えにより

市街地の改善を推進する。
住宅地区については、市街地の島密化による住環境の悪化を防止するため、地区特性

に応じて敷地規模、高さ、形態、意匠を制限し良好な住環境の維持、形成を図るとともに景観
の向上に資するものとする。

また、広域避雖場所外周120mの区域（町丁目蕃地を境界とする）にある敷地について
は面的に建築物の構造に関する防火上の制限を設定するとともに、一定高さ以上の不燃
イ頃築物により 延焼を抑制し、安全な避難場所を確保する。

よって、以下の事項について定めるものとする。
1 建築物の構造に関する防火上必要な制限 2 建築物等の高さの最高限度
3 建築物等の高ざD最低隈度 4 建築物等の用途の制限
5 建築物の容積率の最薔限度 6浬築物の敷地i!ii積の最低限度
7 壁面の位匿の制限

8 壁面後退区域における工作物の設置の制限
9 建築物等の形態若しくは惹匠の制限
10 垣若しくはさくの構造の制限

地

！

！ 

瀾
＇ 名称 幅員 延長 面 積 備 考

地区防災施設1号 6m 約512m 約3,0 72rrl 拡幅
地区防災施設2号 6m 約159m 約95如f 拡幅
地区防災施設3号 6m 約259m 約1,554rrl 拡幅
地区防災施設4号 6m 約171m 約1,026m 拡幅
地区防災施設5号 6m 約181m 約1,086面 拡幅
地区防災施設6号 6m 約206m 約1,236m 拡幅

地区防災施設7号 3m 約420m 約1,290対 一部拡幅済み、
~4m 全幅貝は6m~7m

計 約 1, 0 ha 

備考 地区防災施設で建築基準法上の道路幅員が6mを越える部分については、その幅
員を計画幅員とする。

面積 約21-lha

名称 面 積 備考
公園1号 約86n1 既設
公園2号 約198rrl 既設
公園3号 約86而 既設
公園4号 約 24rri 既設

名称 幅貝 1延長1面 積 備考
公共空地1号 勾m~3,6m|約282m I 約896面 整備済み

.

！ 

.区|... 商業比也区 麟晦叫住宅虚区 I 住宅C地区 住宅B地区
の

区分 1四責 約Cl3-a 約4,7re I 約1,加| 約12-Bhl 約0釦

建纂物の橋 地区防災施設に接する敷地及び敷地内に地区防災施設がある敷地
造に関する においては耐火建築物、準酎火建築物又は外壁及び軒裏を防火構造
防火上必要 とする建築物としなければならない。
な制限 ただし、次のいずれかに該当するものは、この限りでない。

1主要構造部が不燃材料で造られている物置その他これに類する用途
に供し床面積の合計が5rrl以内のもの。

2主要構造部が不燃材料（屋根にあっては不燃材料と同等若しくはそれ
以上の効力のあるもの。）で造られている車庫で床面積の合計が30nl
以内であるもの。

地区防災施設に接する敷地及び敷地内に地区防災施設が
ある敷地であっても、広域避難場所外周120mの区域にある
敷地においては、耐火建築物、準耐火建築物としなければなら
ない。

平成29年3月

地区1名称 商業凡也区 商業晦区 住宅AJ;也区 住宅C地区 住宅B地区
の

区分 lilii積 約a 約4,7ha 約1,7t-a 約13,8ha 約0.llha

鷺簗物等の 広 域 避 1 建築物の各部分の高さは、東京都市計画高度地区
高さの最高 難 場 所 外 第一種高度地区に係る建築物の忘さの最高限度
限度 周120 mの として定められた数値以下とし、当該高度地区の最

区域におい 高阪度に係る制限の緩和又は既存不適格建築物
ては、25m 等に対する適用の除外の規定に！亥当する場合は、

当該制限の緩和又は適用の除外の規定を滴用す
るものとする。
ただし、建築物の各部分の急さについて、次のいず

れかに該当する場合は、この限りでない。
(1)敷池が、地区防災施設に接する場合。
(2)敷地内に地区防災施設がある敷地について、浬
築物の容積率及び建築物の連ぺい率（以下この酎
画において「容積率等」という。）の算定において、地
区防災施設に係る部分の面積を敷地面積又は敷
地の部分の面積に算入しないものとし、かつ、当該
地区防災施設に係る部分の敷地を交通上支瞬の
ない空地として二作物等を設けないものとする場合
（以下この計画において「地区防災施設に係る部
分の面積を敷地面積等に算入しないもの等とする
場合」という。）。

2前号の規定にかかわらず、健築物の各部分の高さは、
1 ()沼t超えてはならな‘‘o

建簗物等の 広域避難場所外周12Cmの区域においては、5m
高さの最低 ただし、次のいずれかに該当するものは、この限りでない。限度

1 建築面栢の2分の1未満の部分
2 増築又は改築に係る建築物で当該増築又は改築が建築基準法施行令（昭

和25年政令第338号）第137条の10;肖1号及び第2号に定める範囲のもの
3平屋建ての付届建築物（建築物に付属する門又はへいを含む。）

建築物等の 風俗営業 建築基準法別表第二（は）項第一号、第三号第四号
用途の劃限 等の規制及 及び第六号から第八号までに規定するもの以外のもの

び業務の適 は建築してはならない。
正化等に関
する法律第
二条第六項
各号に該当
する営業の
用に供するも
のは建築して
はな夕汎＼。

建纂物の容 10分の15。
積率の最高 ただし、次のいずれかに該当する場合は、10 分の1&
限度 1 敷地が、地区防災施設に接する場合。

2 敷地内に地区防災施設がある敷地について、容積率等の算
定において、地区防災施設に係る部分の面積を敷地面積等に
算入しないもの等とする場合。

建纂物の敷 広域避
地面積の最 難 場 所
低限度 外周120 100rrl 

mの区域
において
は、改訂

壁面 の位置 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面及び当該建築物に附属する門又は塀は、次のとおりとする（以
の制限 下この計画において「地区防災施設等に係る制限」という。）。

1 敷地内に地区防災施設がある敷地においては地図防災施設の道路中心線から3m以上離さなければ
ならない。

2 地図防災施設が隅角120度未満で交わる角敷地においては、地区防災施設が交わる入隅をJ見点とする
痺の長さが2mの二等辺三角形の底辺となる線を越えて入隅側に建築してはならない。

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離は0,5m以
上でなければならない（以下この計画において「隣地境界線までの制瞑」という。）。

広域避難場所外周120mの区域の500ni以上の敷地において、
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から隣地境界線までの距離
は、1m以上でなければならない。
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地区防災施設に係る部分の敷地については、工作物を設置してはならない。

建物 出窓軒その他これらに類するものが、壁面の位遍の制限のうち、地区防災施設等に係る制限及び隣地
等の 境界線までの制限の規定により建築物の外壁又はこれに代わる柱を設けることができないこととなる敷地

形態 の部分に突出する形状としてはならない。
車膚で2階以上の部分については適切な配置を行うとともに遮音壁等を設置

し、周辺環境に十分配慮したものとする。
良好俎祖影童の形成a朋Uを図るために建竿基準法

別表第四（ろ）憫の＿の項は喝げる浬築物については冬
至日の真太陽時による午前噸勃ら午後俳甜ての間にお
いて、同表（は）欄の＿の項に掲げる平均地盤面カゥ乃言さ
の水平面（住宅C地区の区域外の部分及び当該建築物
の敷地内の部分を除心）に敷地境界力らの水平距離か5
呻る範囲において、同表（に）欄のぺ籾頁の（二）の号
に掲ける時間以上日影となる部分をセじさせることのない形
状とする。

たナ工、次＠ヽずれかに該当す忍椒合はこの限りでなヽヽ
1 敷地が、地区防災施設に接する場合。
2影也内は也図坊班諏が秘紐にユ屯睾畔等

の算定におヽヽて、地区防災施設に係る部分の面栢を敷
地百廂蒋に算入以凡ヰガ沼叱する場合。

外壁•屋 建築物の屋根及び外墜の色彩は原色を避け、落ち檜いた色調とし、周辺の環境と調和したものとする。
根の色
屋外 屋外広告物は、地区の良好な美観・風致を著しく侵すものは避けるものとする。また、腐朽、腐食、破振し
広告物 やすい材料を使用したものは殺習してはならない。

垣若しくはさ 道路及び公園、公共空地に面してコンク’ト＋ブロック塀等を染造してはならない。
くの構造の ただし、その部分の高さがQ.6m以下のものは、この限りでない。制限

※特定防災街区整備地区については、平成20年2月20日都市計画変更·告示（世田谷区告示第129号）
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Urata101
タイプライターテキスト
世田谷４－２１－２７　西棟２階




